
事業主の皆さまへ
令和８年７月より

障害者法定雇用率が引き上げられます！

令和８年６月まで 令和８年７月以降

法定雇用率 ２．５％ ２．７％

報告対象企業
常用雇用労働者
４０．０人以上

常用雇用労働者
３７．５人以上

※常用雇用労働者とは、１週間の所定労働時間が２０時間以上の労働者であって、
１年を超えて雇用される者（見込みを含む）をいいます。なお、１週間の所定労働時間
２０時間以上３０時間未満の者は０．５人とカウントします。

茨城労働局 ・ 公共職業安定所（ハローワーク）

◇法定雇用率の対象となる障害種別は以下のとおりです

◆身体障害者◆

身体障害者手帳

１～６級

もしくは

７級が２つ以上

◆知的障害者◆

療育手帳

Ａ～Ｃ

異なる場合あり

※自治体によって名称が

◆精神障害者◆

精神障害者

１～３級

保健福祉手帳

◇ハローワークでは、地域の関係機関と連携し、ニーズに応じた
支援を行っております。お気軽にご相談ください。
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